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山

　折

　り

キリトリ

料金受取人払郵便

北本局承認

差出有効期間
平成29年9月13
日まで

切手は不要です

701

郵 便 は が き

埼玉県北本市役所
環境課 廃棄物・リサイクル担当 行

記入欄

氏 名

〒　　　  －

１．10歳代　 ２．20歳代　 ３．30歳代　 ４．40歳代
５．50歳代　 ６．60歳代　 7．70歳代　 ８．80歳以上

住 所

年 齢

3 6 4 8 7 9 0

　次の回答のいずれかに○を付けたうえで、
７月22日（金・消印有効）までに環境課へ郵送し
てください。なお、市ホームページからも回答す
ることができます。
　ご協力をお願いします。

１　容器包装類の収集回数についてお伺いします。
　ア　毎週収集することに賛成　　　
　イ　現在の収集回数でよい

２　ごみの収集について、意見をご記入ください。

ありがとうございました。

注目
1

住所（本籍）表示例
［変更前］　　　　　　　　　［変更後］
大字下石戸上399番地４　→　下石戸１丁目１５番地

実施区域の皆さんには、７月から住所変更の予定通知書、地
名地番変更のしおり（各種変更手続きを説明した冊子）、住

所変更のお知らせ用はがきなどをまとめてお送りします。

８月１日より、新しい地名「緑３丁目、４丁目」、
「下石戸１丁目、５丁目、６丁目、７丁目」が誕生します
新しい地名地番になることで、お住まいの住所が分かりやすいものとなります。

各種変更手続きについては、市や法務局が職権で行うものもありますが、
実施区域の皆さんに行っていただくものもあります。ご面倒をおかけし

ますが、ご自分に該当する項目をご確認のうえ、8月１日以降にそれぞれ手続
きをお願いします。

○市や法務局が職権で変更する主なもの
　住民基本台帳、戸籍簿、印鑑登録原票、固定資産課税台帳、原動機付自転車（１2５cc以下）所有者の住所、
土地・建物の登記簿の表題部などについては、市や法務局が職権で変更します。

○実施区域の皆さんが変更の手続きをする主なもの
　土地・建物等不動産所有者の住所変更登記、運転免許証の住所・本籍、自動車・オートバイ（１2５cc超）・
軽自動車所有者の住所、住民基本台帳カード（写真付き）・マイナンバーの通知カード・マイナンバーカード
の住所などについては、ご自分で変更の手続きをしてください。
　詳しくは、実施区域の皆さんに届く「地名地番変更のしおり」をご参照ください。

問くらし安全課市民協働担当（☎５9４－５５2１）

緑３丁目

北本市役所

緑４丁目下石戸１丁目

下石戸６丁目

下石戸７丁目

下石戸
５丁目
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北本局承認

差出有効期間
平成29年9月13
日まで

切手は不要です

701

郵 便 は が き

埼玉県北本市役所
環境課 廃棄物・リサイクル担当 行

記入欄

氏 名

〒　　　  －

１．10歳代　 ２．20歳代　 ３．30歳代　 ４．40歳代
５．50歳代　 ６．60歳代　 ７．70歳代　 ８．80歳以上

住 所

年 齢

3 6 4 8 7 9 0

　次の回答のいずれかに○を付けたうえで、
７月22日（金・消印有効）までに環境課へ郵送し
てください。なお、市ホームページからも回答す
ることができます。
　ご協力をお願いします。

１　容器包装類の収集回数についてお伺いします。
　ア　毎週収集することに賛成　　　
　イ　現在の収集回数でよい

２　ごみの収集について、意見をご記入ください。

ありがとうございました。

市では、家庭から排出されたプラスチック製の容器や包装類について、再資源化を図るため、分
別収集を行っています。

　現在、２週に１回の収集により、年間約7５0トンの収集を行っていますが、この容器包装類の収集を
毎週実施するように要望が寄せられています。そこで、皆さんのご意見をお聞きするため、アンケー
トを実施しますので、ご協力をお願いします。
提出方法
　下のはがきをご使用ください。または、市ホームページでも受け付けています。
　http://www.city.kitamoto.saitama.jp/form/inquiryPC/Init.do?inquiryId=60

※収集増加に伴う費用等
　収集増加に伴う費用、他市町村の実施状況
などは裏面をご覧ください。

問環境課廃棄物・リサイクル担当
　（☎５9４-５５５3）

注目
２
毎週収集することに賛成？　現在の収集回数のまま？
容器包装類の収集回数についてアンケートを実施します

実線に沿って
きれいに切り取る

山折りの点線で
折り曲げる

1 2

折り曲げた２枚を
貼り合わせる

3
●はがきの使い方

3広報きたもと No.941
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平成28年度予算状況※

１　収集運搬委託業務に要する経費
　　　もやせるごみ：� １１１,60１,１５2円
　　　もやせないごみ：� １9,03５,6４8円
　　　容器包装（資源）類：26,１27,360円
２　処理委託業務に要する経費
　　　もやせないごみ：� 70,５02,４00円
　　　容器包装（資源）類：3４,５60,000円
3　積替業務に要する経費：１3,４１7,４88円
　　　（もやせないごみ、容器包装類の合算額）
４　平成26年度における回収量
　　　もやせるごみ： １3,４9４ｔ
　　　もやせないごみ：１,５１５ｔ
　　　容器包装（資源）類：7５6ｔ

平成28年第１回北本市議会定例会
～当初予算審議状況～

　平成28年第１回北本市議会定例会で「容器包装プ
ラスチック類の回収拡大事業については、現在、新
処理施設建設計画が進む中で、今後の北本市のごみ
行政に求められることは、市民との協働によるごみ
の減少化であり、費用の抑制である。
　容器包装プラスチック回収を毎週にすることは、
これらに逆行する可能性があるため、市民に情報提
供を行い、市民と協働で一層のごみの減少に取り組
むことを優先すべきである。
　収集業務が効果的に効率良く行われることは行政運
営にも市民生活にとっても重要であり、そのためには
収集事業者の業務環境・安全性を高める必要もある。
　よって、予算執行に当たっては、慎重の上にも慎
重を期し、再検討をすることを求める」旨の附帯決
議が本会議で可決されました。

ごみの分別と減量にご協力ください！

容器包装類収集回数増加に伴う費用

　収集回数を増やした場合（毎週収集した場合）、仮
に平成28年１0月から実施したときには、約１7,236,000
円（６か月分）の費用が増加する見込みとなります。
なお、費用は、６か月分の積替業務委託料、運搬業
務委託料および看板作成委託料となっています。
（回収量は変更がないものとみなして積算していますの
で処理委託に要する費用の増加は見込んでいません）

埼玉県内市町村の容器包装類収集状況

　埼玉県内市町村での容器包装類の収集
回数状況は、次のとおりです。
・�容器包装類を収集している市のうち、
毎週収集している市…23市／2４市

・�容器包装類を収集している町村のうち、
毎週収集している町村…１2町村／１3町村

ごみの分別は、リサイクルを推進し、ごみを減らすこと
につながります。

　家庭でできる具体的な取組をご紹介しますので、ごみの
減量にご協力ください。
・生ごみの水切りを徹底する
・食べ残しをしない
・詰め替え商品を選ぶ
・買い物には、マイバッグを持参する
・不要なものは買わない・もらわない
　ビン・カン・ペットボトル等の資源物は資源回収に出し
ましょう。

　回収された容器包装類は、パ
レット（フォークリフトなどで物
を運ぶときに使用する荷台）や再
生樹脂、棒、杭、擬木、車止め
などに再利用されています。

※上の平成28年度予算状況には、回数増加に伴う費用は含まれていません。

ごみ

ごみ

汚れたものはリサイクルできません。

広
　告

941_p02_09（注目）.indd   4 2016/06/15   18:18:58



4 2016年7月１日発行

注
目
情
報

お
知
ら
せ

募
　集

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

保
健
・
子
育
て

安
心
・
安
全

北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

掲
示
板

ま
ち
の
話
題

平成28年度予算状況※

１　収集運搬委託業務に要する経費
　　　もやせるごみ：� １１１,60１,１５2円
　　　もやせないごみ：� １9,03５,6４8円
　　　容器包装（資源）類：26,１27,360円
２　処理委託業務に要する経費
　　　もやせないごみ：� 70,５02,４00円
　　　容器包装（資源）類：3４,５60,000円
3　積替業務に要する経費：１3,４１7,４88円
　　　（もやせないごみ、容器包装類の合算額）
４　平成26年度における回収量
　　　もやせるごみ： １3,４9４ｔ
　　　もやせないごみ：１,５１５ｔ
　　　容器包装（資源）類：7５6ｔ

平成28年第１回北本市議会定例会
～当初予算審議状況～

　平成28年第１回北本市議会定例会で「容器包装プ
ラスチック類の回収拡大事業については、現在、新
処理施設建設計画が進む中で、今後の北本市のごみ
行政に求められることは、市民との協働によるごみ
の減少化であり、費用の抑制である。
　容器包装プラスチック回収を毎週にすることは、
これらに逆行する可能性があるため、市民に情報提
供を行い、市民と協働で一層のごみの減少に取り組
むことを優先すべきである。
　収集業務が効果的に効率良く行われることは行政運
営にも市民生活にとっても重要であり、そのためには
収集事業者の業務環境・安全性を高める必要もある。
　よって、予算執行に当たっては、慎重の上にも慎
重を期し、再検討をすることを求める」旨の附帯決
議が本会議で可決されました。

ごみの分別と減量にご協力ください！

容器包装類収集回数増加に伴う費用

　収集回数を増やした場合（毎週収集した場合）、仮
に平成28年１0月から実施したときには、約１7,236,000
円（６か月分）の費用が増加する見込みとなります。
なお、費用は、６か月分の積替業務委託料、運搬業
務委託料および看板作成委託料となっています。
（回収量は変更がないものとみなして積算していますの
で処理委託に要する費用の増加は見込んでいません）

埼玉県内市町村の容器包装類収集状況

　埼玉県内市町村での容器包装類の収集
回数状況は、次のとおりです。
・�容器包装類を収集している市のうち、
毎週収集している市…23市／2４市

・�容器包装類を収集している町村のうち、
毎週収集している町村…１2町村／１3町村

ごみの分別は、リサイクルを推進し、ごみを減らすこと
につながります。

　家庭でできる具体的な取組をご紹介しますので、ごみの
減量にご協力ください。
・生ごみの水切りを徹底する
・食べ残しをしない
・詰め替え商品を選ぶ
・買い物には、マイバッグを持参する
・不要なものは買わない・もらわない
　ビン・カン・ペットボトル等の資源物は資源回収に出し
ましょう。

　回収された容器包装類は、パ
レット（フォークリフトなどで物
を運ぶときに使用する荷台）や再
生樹脂、棒、杭、擬木、車止め
などに再利用されています。

※上の平成28年度予算状況には、回数増加に伴う費用は含まれていません。

ごみ

ごみ

汚れたものはリサイクルできません。

広
　告

941_p02_09（注目）.indd   4 2016/06/15   18:18:58

5広報きたもとNo.941

注
目
情
報

お
知
ら
せ

募
　集

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

保
健
・
子
育
て

安
心
・
安
全

北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

掲
示
板

ま
ち
の
話
題

注目
3 第３０回北本市平和を考える集い

平和を考える集い３０周年記念事業
杉原千

ち
畝
うね
　～命の危険にさらされていたユダヤ人に、

　　　　　　　日本通過のビザを発給し、約6,000人の命を救った～
費無料
問北本市平和を考える実行委員会事務局
　（市民課市民相談係☎５9４－５５29）
○平和映画会「命のビザ」
時８月７日(日)9:00開場、9:30上映
場文化センター
○平和講話会「杉原千

ち
畝
うね
命のビザ」　　

時８月７日(日)１４:00開場、１４:30開演
場文化センター　
講杉原美智さん（千

ち
畝
うね
氏ご長男夫人）

内 �第二次世界大戦中、迫害により各地から逃れてきたユダヤ人難民のために日本通過のビザを発給し
続け、約6,000人の命を救った杉原千

ち
畝
うね
氏。講話会では、千

ち
畝
うね
氏がビザの発給に至るまでの経緯や、

家族から見た千
ち
畝
うね
氏の生涯について写真を交えながらお伝えします。

○展示
時８月3日(水) ～７日(日)9:00～１6:00　
場北本市庁舎ホール
内 �①写真パネル展「杉原千

ち
畝
うね
命のビザ」　　②「中学生平和ポスター・平和標語展」

　③「原爆の図」複製画の展示（丸木美術館…原爆の図3点）　④「戦時中の写真パネル」等の展示
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平和を考える集いボランティア募集
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「ＮＰＯ杉原千畝命のビザ」

〈広告〉
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空き家のまま放置しますと、家屋の倒壊や破損などにより、
周辺住民の生命や財産に危害を及ぼす恐れがあります。

実際にそれに対する苦情・相談・要望が市に寄せられています。
　建物の倒壊、物の落下等により、万が一、近隣家屋や通行人
などが被害にあった場合には、その建物の所有者または占有者
が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
　空き家は、個人・法人（会社など）の資産であり、所有者等が
適正に管理することが原則です。定期的に建物の状態を確認し、
必要な場合には修繕等を行うなど、適正な保守管理をするよう
お願いします。
　特に敷地内の草木が繁茂する季節は、近隣に影響を及ぼす可
能性が高まります。そのシーズンを迎える前に、現在、空き家
を所有している、または家族の転居などにより空き家になる可
能性のある場合には、「適正な管理がされているか」、「将来的に誰
が管理するか」など、もう一度ご確認ください。

問都市計画課住宅担当（☎５9４－５５7４）

注目
4
空き家の適正管理をお願いします！
～あなたやあなたの家族の住んでいた家は大丈夫ですか？～

わ
ら
し
べ
俳
句
会

墨
染
の
衣
に
余
花
の
纏
い
つ
き
　
　
　
河
内
美
智
子

蝸
牛
一
滴
の
雨
な
つ
か
し
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工
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捨
て
苗
の
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跨
ぎ
し
を
ふ
と
悔
や
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杉
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寛
子

街
青
葉
ブ
ロ
ン
ズ
像
の
立
ち
つ
く
す
　
　
関
矢
あ
い

ミ
シ
ン
針
鈍
く
卯
の
花
腐
し
か
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瀬
楽
芳
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春
風
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応
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る
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々
の
色
め
き
ぬ
　
　
　
高
橋
陽
子

華
清
会小

島 

佳
孝
さ
ん

北
本
デ
ジ
タ
ル
写
真
ク
ラ
ブ「よさこい」

中野 隆司さん
「羽ばたく春」
福永 愛子さん

河
村 

み
お
さ
ん

小
嶋 

愛
子
さ
ん

○空き家とは・・・いわゆる
「空き家」とは、現在、人の居
住・使用がされていないも
の、またはそれと同等の状態
にある建物をいいます。
　最近の社会情勢として、単
身世帯等が増える傾向にあ
り、空き家となる可能性のあ
る物件も増加しています。
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注目
5 サマーフェスタ

「地まつり」をテーマに、地域文化・産
業の振興を目的とした、参加者に

憩いと安らぎ、交流が生まれるイベントを
開催します。

時７月30日（土）１５:30～2１:00
場中央通り
内 �・埼玉県警察音楽隊・カラーガード隊の演奏
　・北本４町会による神輿・山車の巡行
　・よさこい・キッズダンス等の各種
　　パフォーマンス
　・市内・県内ご当地グルメ等の販売　ほか
　（詳細は下記を参照）
主催　北本市商工会
　　　サマーフェスタ実行委員会
問北本市商工会（☎５9１-４４6１）

開催スケジュール（予定）

中央通りエリア

神輿・山車巡行
（北本４町会）

うまいもん市
　商業系物販
　JA地場産市
　B級グルメ店
　地酒・地ビール販売
　ほか
キッズエリア
（縁日コーナー）
消防車両展示・防火衣体験

埼玉県警察音楽隊・
カラーガード隊

セレモニー

和太鼓演奏

よさこい

流し踊り

フラダンス

キッズダンス

ジャズライブ

PP

駐輪場駐輪場

PP

PP

PP
PP

↑
熊
谷

中
山
道

東
口

Ｇ
・
Ｓ

稲
荷
通
り

あ
ず
ま
通
り

国
道
17
号

大
宮
↓

解
脱
会
第
４
駐
車
場

解
脱
会
第
１
駐
車
場

解
脱
会
第
２
・
３
駐
車
場

市
役
所
駐
車
場

三軒茶屋通り

中央通り

北本３丁目

北本一丁目
さくら公園

北本
二丁目公園

解脱通り

西口駅前通り

高尾通り

多聞寺
スーパー交番

ドラッグ

信金

銀行
北
本
駅
WC

WC
WC

WC

駐輪場駐輪場

車両通行止め

交通規制

駐輪場 トイレWC

駐車場PP

開催に伴う交通規制
　サマーフェスタ開催に伴い、中央通りは、車両の通
行が規制されます。
　皆さんのご協力をお願いします。
＜会　　場＞�中央通り
＜交通規制＞１５:00～2１:00
���中央通り：駅前交差点から北本3-１3５交差点まで
　（約330ｍ)
　※中山道の交通規制は行いません。

〈広告〉
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今月の新刊本 〈中央図書館〉
※ここに載せているのは、新しく入った本の一部です。
※館内利用者端末と図書館ホームページで新刊一覧を閲覧できます。

一般書・ノンフィクション一般書・読み物

「児童扶養手当」の加算額が変わります注目
6

平成28年８月１日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第２子の加算額および
第3子以降の加算額が変更されます。

加算額の増額の目的と内容（平成28年８月から）
☆ひとり親のご家庭は、子育てと生計を１人で担わなければならず、生活上のさまざまな困難を抱えています。

特に子どもが２人以上いるひとり親のご家庭は、より経済的に厳しい状況にあるため、第２子の加算額
と第3子以降の加算額が増額されます。�

☆また、今回は特に経済的に厳しい状況にあるひとり親のご家庭に重点を置いた改善を目的としているため、
それぞれのご家庭の所得に応じて加算額が決定されます。

児童扶養手当の月額（平成28年８月から）
子どもが１人の場合　　　　全部支給：４2,330円
　　　　　　　　　　　　　一部支給：４2,320円～9,990円（所得に応じて決定されます）
子ども２人目の加算額
　　　　　　 定額５,000円→全部支給：１0,000円
　　　　　　　　　　　　　一部支給：9,990円～５,000円（所得に応じて決定されます）
子ども３人目以降の加算額（１人につき）
　　　　　　 定額3,000円→全部支給：6,000円
　　　　　　　　　　　　　一部支給：５,990円～3,000円（所得に応じて決定されます）

問こども課子育て支援担当（☎５9４－５５37）

増額の支払月
平成28年８月分から加算額が増額されますが、平成28年８月から同年１１月分は、４か月分の児童扶養手
当の支給月である平成28年12月に支払われます。

加算額が、増額されます。
【第２子】月額５千円→最大で月額１万円に
【第3子以降】月額3千円→最大で月額６千円に

　平成28年８月から
物価スライド制を導入します。
物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スラ
イド制を、児童扶養手当の加算額にも導入します。

　平成29年４月から

□ツバキ文具店
　小川　糸
　（幻冬舎）

□子どものアトピー性
 皮膚炎正しい治療法
　江藤　隆史
　（講談社）

□残り物
　朝井　まかて（双葉社）

□マルセイユ・ルーレット
　本城　雅人（双葉社）

□難民調査官
　下村　敦史（光文社）

□半減期を祝って
　津島　佑子（講談社）

□仏像ぐるりの人びと
　麻宮　ゆり子（光文社）

□花舞う里
　古内　一絵（講談社）

□熊楠の星の時間
　中沢　新一（講談社）

□いますぐ行きたくなる物語のある絶景
　細田　高広（文響社）

□目で見てわかる最新介護術
　北田　信一（成美堂出版）

□やさしい山のお天気教室
　粟澤　徹（枻出版社）

□写真に見る地質と災害
　千木良　雅弘（近未来社）

□テレビと原発報道の 60年
　七沢　潔（彩流社）
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北本市観光協会からのお知らせ

一般書・ノンフィクション

□子どものアトピー性
 皮膚炎正しい治療法
　江藤　隆史
　（講談社）

●北本まつり「宵まつり」ボランティア募集●
　11月５日（土）に行われる、北本まつり「宵まつり」をお手
伝いしてくださる人を募集します。一緒にお祭りを楽しく
盛り上げましょう。ご応募をお待ちしています。
・主な業務内容
　イベント運営のサポート、来場者の案内等
・応募条件
　高校生以上（高校生の場合は、保護者の同意が必要です）
申 問 北本市観光協会まで

鴻巣市 桶川市

●グリコピア・イースト北本市民デー●
時 ８月21日（日）９：３０～
費 無料
定 ４０人（子どもも１人として計算。定員超過の場合は抽選）
※結果は、はがきで通知します。

対 市内在住、在勤の人
申 往復はがきに代表者・住所・電話番号・参加者全員
の氏名・年齢・車でお越しの場合は駐車場使用台数
を記入し７月1４日（木・消印有効）までに観光協会へ。

他 ◦グリコピア・イーストでの現地集合、解散
　◦小学生以下の子どもは保護者同伴
　◦車椅子使用の人はその旨をはがきに記載
　◦１枚のはがきで最大４人まで申込み可
　◦申込みは１グループにつきはがき１枚まで

〒36４－003５ 西高尾₁－2４9
TEL　５9１－１４73  FAX　５77－3４7５
メール　info＠machikan.com
H　P　http://www.machikan.com/

夏まつり
　鴻巣夏まつりでは、中山道を12基の勇壮なみこし
が練り歩きます。吹上夏まつりでは、上組・下組
に分かれてのみこし渡御を中心に盛り上がります。
【鴻巣夏まつり】
時 �７月1０日（日）1４：３０～21：００（歩行者天国）
　みこし渡御は15：００～
　※夏まつり期間は、７月９日（土）～11日（月）
場 中山道（加美～人形）
問 鴻巣市夏まつり実行委員会事務局
　（鴻巣市産業振興課内☎5０1－68０９）
【吹上夏まつり】
時 �７月17日（日）1４：３０～21：００（歩行者天国）
　みこし渡御は15：００～　
　※夏まつり期間は、７月16日（土）・17日（日）
場 吹上神社前と中山道の一部
問 吹上夏まつり実行委員会事務局
　（鴻巣市商工会吹上支所☎5４8－００４９）

シアターDAC 第50回記念公演

時 �８月６日（土）・７日（日）
　①12：３０開場、1３：００開演
　②15：３０開場、16：００開演
　（両日とも２回公演）
場 桶川市民ホール（桶川市若宮1－5－９）
費 �全席自由2，０００円
　高校生以下1，０００円
　（チケット販売中）
　※未就学児入場不可
共催　�桶川市、桶川市教育委員会
　　　公益財団法人けやき文化財団
問 桶川市民ホール（☎０４8-78９-111３）

桶川市

    「失われた過去を求めて」
ああ！陸軍飛行学校桶川分教場〈特攻隊〉

〈広告〉
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